
国民健康保険加入・脱退が国民健康保険加入・脱退が
多くなる時期です！必ず届出を！多くなる時期です！必ず届出を！
■問い合わせ　住民課保険班　℡７８- ３１１３（内１２０）

　新たに国民健康保険へ加入する人や国民健康保険から別の健

康保険に加入した人は、異動日から１４日以内に役場への届け

出が必要です。加入手続きが遅れると、国民健康保険税がさか

のぼって課税され、喪失手続きが遅れると課税されたままの状

態となりますので早めの手続きをお願いします。

●他の市町村から転入したとき…………………………転出証明書、印かん

●職場の健康保険などをやめたとき……………………職場の健康保険の資格喪失証明書または離職票、印かん

●職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき…被扶養者で無くなった証明書、印かん

●子どもが生まれたとき…………………………………母子手帳、印かん

●生活保護を受けなくなったとき………………………保護廃止決定通知書、印かん

●外国籍の人が加入するとき……………………………在留カード、印かん

加入手続きが必要な場合 届け出に必要なもの

●他の市町村に転出したとき……………………………保険証、印かん

●職場の健康保険などに加入したとき…………………国保と職場の健康保険の両方の保険証、印かん

●職場の健康保険などの被扶養者になったとき………国保と職場の健康保険の両方の保険証、印かん

●国保の被保険者が死亡したとき………………………保険証、印かん

●生活保護を受けるようになったとき…………………保険証、保護開始決定通知書、印かん

●外国籍の人がやめるとき………………………………在留カード、印かん

喪失手続きが必要な場合 届け出に必要なもの

　国保の保険証を紛失したり、破損してしまったときは保険証

の再発行が出来ますので住民課保険班の窓口で再交付申請を

行ってください。なお紛失した保険証が見つかった場合は保険

証を役場に返してください。

【再交付申請に必要なもの】

●運転免許証など本人確認ができるもの　●印かん

●世帯員以外の人が来る場合は委任状
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